
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）
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店舗兼住宅 店舗兼共同住宅や併用住
宅が多い近隣商業地域

篠崎1.3 ㎞

「新町商店街入口」バス停近
接、「土地区画整理事業を施
行すべき区域」内に存する。

１１ｍ区道 篠崎駅南東方1.3 ㎞

区内の商業地は昨年に比べて商況が回復しつつあり、繁華性の低い幹
線道路沿いの地域についても共同住宅利用を中心に需要は堅調。

商店街や最寄バス停に近く、価格の割安感からコロナ禍でも一定の併
用住宅、店舗需要が見込める。地域要因に特段の変動はない。

個別的要因に変動はない。

篠崎駅からやや離れた篠崎街道沿いの商業地域で、当面は現状のまま推移するものと予測する。繁華性が低く、
混在住宅地化が進行しているが、近隣需要を見込んだ一定数の店舗実需があり、地価はやや上昇傾向にある。
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(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

比準価格は江戸川区及びその周辺区内に存し代替性のある近隣商業地域及び路線商業地域の取引事例から試算され、地
域の実勢を反映している。一方、収益価格は土地価格に見合う賃料水準が形成されていない事や建築費の上昇等の影響
からやや低位に試算された。近隣地域内では自己利用目的の併用住宅や小規模店舗も多いため市場参加者の観点から比
準価格を重視し、収益価格を比較考量し、指定基準地等との検討を踏まえて鑑定評価額を上記の通り決定した。

同一需給圏は概ね江戸川区及びその周辺区内に存する近隣商業地域及び路線商業地域であるが、特に篠崎街道沿いの地
域との代替性が高い。需要の中心は、店舗併用住宅利用を考える個人等が中心であり、土地取引の中心価格帯としては
２，５００万円前後となっている。近隣地域一帯の商業繁華性は低く、混在住宅地化が進行しているが、区内中心部の
商業地等と比べて価格の割安感があり、背後住宅地の住民をターゲットとした一定数の店舗利用の実需が認められる。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

江戸川(都) －5 9

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 4

令和 4 7 1

令和 4 7 7

江戸川(都)　5 － 9 東京都 区部第１２ 不動産鑑定士 遠山　 雄大

株式会社　米山

令和 4 6 28

令和 4 7 4

江戸川区篠崎町四丁目２５４番４８
「篠崎町４－１３－１９」
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